
昨年10月の市議会改選前に文教福祉委員

会が行なった「情報コミュニケーション条例制
度の必要性」についての所管事務調査の取り
組みについてご説明します。

なお、今年４月から委員会の名称が「福祉教
育委員会」に変わりました。改選によって委員
会の顔ぶれも変わっていますが、調査を行っ
た当時の写真を使っていますのでご了承くださ
い。
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調査期間は令和2年10月15日から令和3年3
月8日までで、その間、10回にわたり委員会を
開いてきました。

調査事項として「情報コミュニケーション条例
制定の必要性について」としておりますが、こ
の事項も、当初は「手話言語条例の制定の必
要性について」（仮称）としていたものが、調査
を進める中で今の名称に決まって行ったので
す。
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それでは、調査に至った経緯をご説明します。
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令和元年12月4日、佐賀市聴覚障害者協会
ほか5団体（佐賀県聴覚障害者協会、佐賀県
難聴者・中途失聴者協会、佐賀県手話の会連
絡協議会、佐賀要約筆記サークル「虹の会」、
佐賀県聴覚障害者サポートセンター）から手話
言語条例の制定を求める要望書が佐賀市議
会に提出されました。
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これを受けて、令和2年1月29日に佐賀県聴
覚障害者団体等の皆さんと文教福祉委員会と
の意見交換会を開きました。

ここでは、ろう者、中途失聴者、難聴者などそ
れぞれの当事者の方たちが置かれている現状
や生活上の不便、また手話通訳者や要約筆記
者などのコミュニケーションを支援する人材の
不足のことなど厳しい実情をお聞きしました。

また、改めて手話言語条例の制定の要望を
お受けしました。
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そこで、平成30年9月26日にすでに「佐賀県
手話言語と聞こえの共生社会づくり条例」を議
員提案で制定されていたことから、令和2年7月
17日に佐賀県議会を視察し、議会側、執行部
側の条例制定に至るまでの経緯や現状につい
て話を伺いました。
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佐賀県議会への視察を受けて、委員会で協
議をしたところ、「県と同じく議会で条例制定す
べき」という意見や「専門性が高く実効性を持
たせるためには市の執行部に制定を促した方
がいい」という意見が出された結果、執行部か
ら現状の聞き取りや、障がい者団体からのさら
なる聞き取り、県が条例を制定している中で、
市も制定する必要があるかどうかなど調査をし
ようということで、正式に所管事務調査を立ち
上げました。
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第１回の所管事務調査では、佐賀市の現在
の取り組みについて保健福祉部障がい福祉課
から説明を受けました。

市の取り組みは意思疎通支援事業や日常生
活用具給付事業などがあり、県条例を踏まえ
たものとしては手話教室の開催や障がい福祉
課窓口への手話通訳者の配置があるとのこと
でした。

これを受けて、委員間協議では、「聴こえにつ
いての様々な相談は医療機関や店舗などに任
せるのではなく、市としても相談できる環境が
必要」「全国障害者スポーツ大会に向けて多く
のボランティア養成が必要となる」「加齢などに
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よる難聴など手帳を持たない方もかなり多
いと推測される。手帳を持たない人への支
援も必要」「コミュニケーションがとりにくいこ
とから外出を控えるなどの傾向があるとの
ことだが、社会参加を促すために意思疎通
支援事業が利用者のニーズに応え切れて
ない」「コミュニケーションアプリの活用など
市民や市役所での周知も必要」などの意見
が出されました。
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第2回の調査では、「宮崎市障がい特性に応
じたコミュニケーション手段の利用促進に関す
る条例」について宮崎市へ先進地視察を行い
ました。

宮崎市では、障がいの有無にとらわれないコ
ミュニケーション条例を制定されており、宮崎
市と同日施行で宮崎県が聴覚障がいに特化し
た条例を制定されていたこともあり、県との調
整方法や条例の考え方を学ぶ貴重な機会とな
りました。

宮崎市の条例は「心つなぐ条例」という通称
で、障がいの有無にかかわらず、全ての市民
のコミュニケーションの推進に関し、啓発も積
極的に行われていました。この視察を受けて、
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佐賀市でも特定の障がいを対象とするので
はなく全ての市民を対象とするコミュニケー
ション条例の検討を進めていくべきであり、
調査についても福祉部門だけでなく教育部
門や聴覚障がい以外の障がい者団体から
も意見や考え方を聞く必要がある、というこ
とで全委員が同意しました。
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その後、執行部から説明を聞くなどの調査を
重ね、令和3年1月13日の第5回所管事務調査
で、あらためて佐賀県聴覚障害サポートセン
ターからの意見聴き取りを行いました。

ここでは特に「手話が言語である」という意味
について掘り下げた話を聞きました。手話を理
解できるのは聴覚障がい者の3割程度と言わ

れていますが、手話は単に障がいを補う道具
ではなく、国語や英語を学ぶのと同じような言
語であり、国際的に認知された文化であるとい
うことを広く理解してほしい、と強調され、でき
れば条例で「手話言語」として「手話言語を獲
得する」「手話言語を学ぶ」「手話言語で学ぶ」
「手話言語を使う」「手話言語を守る」の5つの
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権利を保障してほしいとの要望がありまし
た。

この日は意見聴取の後、器具を用いて聴
覚障がい（難聴）の擬似体験もさせて頂きま
した。
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令和3年1月19日の第6回所管事務調査では、
佐賀市視覚障害者福祉協会の皆さんからの
聴き取りを行いました。

協会の皆さんからは、生まれつきの視覚障
がいや中途での失明、弱視など、同じ視覚障
がいでもいろいろ状況が異なること、また点字
は一番よく使う文字ですが、点字を読める人の
割合が少ないのも事実であるため、幼い時か
ら点字に触れる機会が望ましいこと、また、音
声が重要なコミュニケーション手段であるにも
かかわらず、信号機の整備状況に課題がある
こと、障がい者雇用において、視覚障がい者
が不利に置かれているなど、具体的な実情を
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聞かせていただきました。

この日も、聴き取りの後、器具を用いて弱
視の疑似体験をさせていただきました。
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令和3年1月25日の第7回所管事務調査では、
障がい当事者の団体の皆さんからの聞き取り
を踏まえて、委員会であらためて協議を行いま
した。

委員会としては、条例は手話とコミュニケー
ション支援の2本柱で制定することが広く市民
の理解が得られるのではないか、との考えで
一致し、所管事務調査の調査事項を「手話言
語条例（仮称）の必要性」から「情報コミュニ
ケーション条例の必要性」に変更しました。

2月4日の第8回所管事務調査では、執行部と
の意見交換を行い、これまでの協議を踏まえ
て、障がいの有無にかかわらず市民全体のコ
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ミュニケーションが円滑となる条例が必要で
あること、制定にあたっては福祉部門だけ
でなく教育部門を始め幅広い知見が必要と
なるため、執行部が行うべき、という委員会
の考えを伝えました。

執行部からは、条例を制定するなら執行
部で行うのが望ましいが、実効性を持たせ
るために市民を巻き込む仕掛けづくりが必
要であり、県条例との調整も必要ということ
で、今後、条例制定を前提に研究したいと
の意見が示されました。
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その後、これまでの調査をまとめて議会全
体に示す報告書の内容を協議し、令和３年
３月８日の第10回所管事務調査で決定しま
した。

３月１８日に「情報コミュニケーション条例
の必要性について」の所管事務調査報告
書を委員全員で当時の川原田裕明議長に
提出し、さらに３月２３日、本会議で池田委
員長が報告を行い、閉会後に佐賀市議会
を代表して川原田議長が秀島市長に報告
書を提出しました。
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調査のまとめのポイントとして、第1に、コミュ
ニケーションの支援は「障がい者への福祉施
策」だけでは限界があるということです。福祉
の担当部局だけでなく、行政の幅広い分野、ま
た広く市民や事業者の協力も不可欠です。

第2に、現在の佐賀市の取り組みでは不十分
ということです。加齢による障がいや外国籍の
方など、障害者手帳を持たない人もコミュニ
ケーション支援を必要としている人は多く、施
策に取り組む部署や対象者を広げる必要があ
ります。
第3に、「佐賀県手話言語と聞こえの共生社

会づくり条例」との関係で、県の条例があるか
ら必要ない、ということではなく、市民に最も近
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い場で、県の条例を補う施策が必要だとい
うことです。
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第4に、コミュニケーションの手段について、
手話や点字は重要なのに障がい当事者でも使
える人が少ないということ、いろいろな情報
ツールもありますが、広く行き渡っていないた
め情報を受け取れない方々も多いということを
おさえる必要があります。
第5に、それらを踏まえて、情報コミュニケー

ション条例の制定が必要だということです。

市役所全体で市民、事業者とともに広く市民
を対象としたコミュニケーション支援に取り組む
ため、また2024年の国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会を契機に「障がいの有無
にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合
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いながら共生する社会」の実現のために、
執行部に条例制定を求めるとともに、取り
組み状況をチェックすることも報告に盛り込
みました。
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そして、議会からの提案を受け、佐賀市も
動き始めました。
令和４年度に予算54万円をつけて条例制

定に向けての検討が行われます。

内容としては、ろう者の手話言語の普及
だけでなく、すべての障がいを持つ方を対
象にしたコミュニケーション手段の利用促
進に関する条例として、基本理念、市の責
務、市民や事業者の役割、施策の基本的
な事項を検討していくとされています。

スケジュールとしては、令和４年５月に条
例検討委員会を立ち上げ、当事者の方達
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の意見も聞きながら、３回程度開催される
予定です。10月には市民全体の意見をきく
パブリックコメントを行い、12月の定例会に

条例案を提案するとのこと、令和５年４月１
日の条例施行をめざすそうです。
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今日は、この条例制定に向けて、当事者の
方々をはじめとする市民の皆さんのご意見
をお聞かせいただく貴重な機会です。

新しい顔ぶれとなった福祉教育委員会の
メンバーで、しっかり受け止めてより良い条
例に生かして参りますので、みなさんの率
直なご意見をお聞かせください。

以上、福祉教育委員会の報告です。
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